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政府の公約である増値税改革の一環として、2009 年 1 月 1 日より、企業が中国国内で固定資産購入時に

納付した仕入増値税は、売上増値税より控除する事が可能になったことは本年１月１４日付りそなアジアニ

ュース「中華人民共和国増値税の改革について」でお知らせした通りです。今般、国家税務総局より「増値

税簡易徴収政策の管理問題に関する通知」(国税函[2009]90 号)、「一部貨物の増値税低減税率の適用及び増値

税簡易徴収政策に関する通知」(財税(2009)9 号)、及び「全国増値税改定改革の実施に伴う若干の問題に関す

る通知」(財税(2008)170 号)が新たに公布され、自己で使用した中古固定資産売却時の増値税の取扱が規定さ

れ、いずれも 2009 日 1 月 1 日より施行されました。主な内容は以下の通りです。 
 
一、 自己使用中古固定資産の売却に関する徴収増値税率について (増値税改革前後の比較) 

増値税改革前 

自己使用中古固定資産を売却する場合、増値税は免税 

（但し、当該資産が企業の固定資産リストに含まれていること、企業が固定資産として管理し、

且つ当該資産を使用していたこと、売却価額が取得原価を上回らないことが条件）。 

2009 年 1 月 1 日以降に購入した、仕入増値税を控除済の中古固定資

産を売却する場合、現行の税率 17％を適用し徴収。 

一般納税者 2008 年 12 月 31 日以前に購入した、仕入増値税を控除していない中

古固定資産を売却する場合、低減税率を適用し簡易政策により徴収。 
(具体的な算出方法は下記「二」の通り) 

増値税改革後 

小規模納税者 
購入時期に係わりなく、低減税率を適用し簡易政策により徴収。 
(具体的な算出方法は下記「二」の通り) 

 
二、簡易政策による徴収を行う場合の納税額算出方法について 

一般納税者 
（4％の税率で計算した金額をさらに半

減し徴収） 

売却額＝税込み課税対象販売額／(1＋4％) 
納税額＝売却額×4％／2 

小規模納税者 
（2％の税率で計算した金額を徴収） 

販売額＝税込み課税対象販売額／(1＋3％) 
納税額＝売却額×2％ 

 

三、増値税発票（領収証）の発行について  

･現行の税率で徴収される場合、「増値税専用発票」を発行。（一般納税者が増値税専用発票を発行する、

または、小規模納税者が税務当局に申請し増値税専用発票の代理発行を受ける。） 
･低減税率を適用し簡易政策により徴収される場合、「普通発票」を発行。（一般納税者が増値税専用発

票を発行する、または、小規模納税者が税務当局申請し増値税専用発票の代理発行を受ける事は不可。） 
 

 


